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「ろうきん業態セーフティネット」
　お客さまの預金を守る公的なセーフティネットとして
「預金保険制度」があります。
　ろうきんでは、この「預金保険制度」とは別に、ろうき
ん業態独自のセーフティネットとして、「ろうきん相互支援
制度」を設けております。この制度は、「予防的な措置」と
「金融支援措置」という２つの仕組みを用意しています。
　第１の柱である「予防的な措置」としては、全国13労働
金庫の業態団体である全国労働金庫協会（労金協会）に設
置された労働金庫監査機構による定期的な監査（金庫の業
務執行や財務状況等についての監査）と労金協会による定
期的な経営状況のモニタリングがあげられます。経営状況
のモニタリング結果については、労金協会が開催する「経

営モニタリング会議」へ報告され、経営上の問題が認め
られた場合には、問題の程度に応じた措置（経営改善指導
等）が講じられる仕組みとなっています。
　第２の柱である「金融支援措置」は、労金協会と労働金
庫の系統中央金融機関である労働金庫連合会（労金連）が
共同で開催する「ろうきん相互支援制度運営会議」におい
て金融面での支援が必要と判断された場合、金庫の状況に
応じて労金連の金融機能を活用し、一時的な資金の貸付で
ある「緊急時特別貸付制度」、資本増強支援のための「優先
出資引受け制度」、再建支援等のための「相互支援基金制
度」や「金庫支援定期預金制度」を実施することで経営を
サポートします。
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●全国労金の概要（2024年3月末・速報値）

金庫名 店舗数 役職員数 団体会員数 預　金（百万円） 貸　出　金（百万円）

北 海 道 37 712 2,559 1,101,545 842,924
東 北 69 1,103 5,214 2,304,478 1,414,956
中 央 135 3,048 11,476 6,959,115 4,666,538
新 潟 県 27 454 1,837 899,423 382,444
長 野 県 23 374 1,616 767,108 418,342
静 岡 県 26 642 2,235 1,291,887 1,011,972
北 陸 25 475 1,712 826,588 500,993
東 海 41 699 3,042 2,158,790 1,727,593
近 畿 55 1,070 6,435 2,404,907 1,539,673
中 国 39 739 3,385 1,302,302 850,373
四 国 27 443 1,970 653,644 419,864
九 州 80 1,165 5,813 2,081,827 1,538,997
沖 縄 県 12 170 465 333,240 256,979
合　計 596 11,094 47,759 23,084,861 15,571,655

１．店舗数にはインターネット支店を含みます。
２．預金計には譲渡性預金を含みます。


